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一
　
問
題
の
所
在

現代政治学の再構成

　
の
　
は
じ
め
に

　
今
日
、
政
治
学
の
研
究
対
象
は
多
岐
に
わ
た
り
、
様
々
な
政
治
現
象
に
対
す
る
様
々
な
分
析
手
法
を
駆
使
し
た
研
究
が
興
隆
を
極
め
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
研
究
対
象
や
分
析
手
法
の
増
加
が
、
必
ず
し
も
科
学
と
し
て
の
政
治
学
の
発
達
と
い
う
こ
と
に
直
結
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
政
治
学
の
理
論
体
系
は
、
個
別
の
政
治
現
象
に
対
す
る
個
別
の
理
論
の
集
合
体
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
お
り
、

各
理
論
の
論
理
的
な
連
携
性
を
表
現
す
る
一
貫
し
た
概
念
が
稀
薄
で
あ
る
。
政
治
現
象
を
捉
え
る
た
め
の
学
問
的
な
枠
組
で
あ
る
政
治
学
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と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
学
問
を
構
成
す
る
諸
理
論
の
間
の
論
理
的
な
連
携
が
弱
い
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
独
立
科
学
（
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
）

と
し
て
致
命
的
な
弱
点
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
政
治
現
象
と
い
う
事
象
の
核
心
に
迫
り
、
社
会
現
象
と
し
て
の

政
治
活
動
を
よ
り
正
確
に
把
握
し
、
将
来
に
お
け
る
政
策
的
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
獲
得
し
て
い
く
た
め
の
手
段
と
し
て
の
現
代
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

学
を
よ
り
科
学
的
な
学
問
と
し
て
い
く
た
め
に
は
、
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
よ
り
科
学
的
な
政
治
学
の
構
築
と
い
う
こ
と
を
究
極
の
目
的
と
し
て
、
現
代
政
治

学
の
研
究
成
果
で
あ
る
各
理
論
を
整
理
し
、
連
携
す
る
諸
政
治
現
象
を
説
明
す
る
た
め
の
論
理
的
に
連
携
す
る
諸
理
論
の
集
合
体
と
い
う

側
面
を
強
化
す
る
作
業
を
お
こ
な
う
。
以
下
、
現
代
政
治
学
の
各
理
論
を
連
携
さ
せ
る
概
念
を
導
出
す
る
視
点
と
し
て
、
分
析
の
「
視
角
」

と
分
析
の
「
範
囲
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
を
分
類
し
、
現
代
政
治
学
の
科
学
性
を
高
め
る
努
力
を
展
開
す
る
。
尚
、
本

稿
で
は
、
以
下
に
特
に
こ
と
わ
り
が
な
い
限
り
、
個
別
の
政
治
現
象
を
説
明
す
る
た
め
の
個
別
の
論
理
の
枠
組
を
「
理
論
」
と
呼
び
、
そ

れ
ら
が
い
く
つ
か
集
ま
っ
て
分
析
の
視
角
と
い
う
基
準
（
後
述
）
の
同
一
性
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
も
の
を
「
理
論
群
」
と
呼
び
、
さ
ら
に
、

そ
れ
ら
が
い
く
つ
か
集
ま
っ
て
分
析
の
範
囲
と
い
う
基
準
の
同
一
性
（
後
述
）
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
も
の
を
「
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
」
と
呼
び
、
ま
た
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
い
く
つ
か
集
ま
っ
て
ひ
と
つ
の
学
問
を
構
成
す
る
理
論
の
集
合
体
と
な
っ
た
場
合
に
、
こ
れ
を

「
理
論
体
系
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
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口
　
分
析
的
枠
組

　
さ
て
、
現
代
政
治
学
の
理
論
体
系
に
お
け
る
問
題
点
を
、
こ
こ
で
改
め
て
大
き
く
二
つ
に
総
括
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
問
題
点
の

指
摘
は
現
状
の
把
握
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
対
策
の
模
索
た
る
政
策
論
が
生
ま
れ
、
本
稿
の
構
成
も
お
の
ず
と
形
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
現
代
政
治
学
に
お
い
て
は
、
政
治
現
象
と
い
う
も
の
に
対
す
る
共
有
さ
れ
た
一
貫
す
る
論
理
（
お
よ
び
そ
れ
を
表
現
す
る
概
念
）

が
明
確
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
い
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
分
析
の
「
視
角
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
政
治
と
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い
う
現
象
の
根
源
的
な
論
理
と
は
、
実
の
と
こ
ろ
非
常
に
単
純
な
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
立
場
を
取
る
。
確
か
に
、
政
治
現
象
は
複
雑

な
も
の
で
あ
り
、
他
の
社
会
現
象
と
の
密
接
な
関
連
と
錯
綜
の
結
果
と
し
て
存
在
す
る
事
象
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
政
治
活
動
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
は
、
究
極
的
に
は
、
あ
る
意
思
が
他
の
意
思
を
支
配
す
る
強
制
力
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
強

制
力
を
背
景
と
し
て
社
会
に
お
け
る
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
調
停
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
こ
う
し

た
「
支
配
の
論
理
」
と
「
被
支
配
の
論
理
」
と
い
う
も
の
を
政
治
現
象
や
政
治
活
動
と
い
う
も
の
に
共
通
す
る
一
貫
し
た
論
理
と
し
て
設

定
し
、
こ
の
論
理
に
照
射
し
て
、
現
代
政
治
学
の
理
論
を
分
類
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
横
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
で
あ

る
。　

第
二
に
、
よ
り
技
術
的
な
問
題
と
し
て
、
現
代
政
治
学
が
み
ず
か
ら
の
力
量
を
駆
使
し
て
政
治
現
象
へ
肉
薄
す
る
場
合
に
、
社
会
現
象

の
一
種
と
し
て
の
政
治
と
い
う
事
象
を
把
握
す
る
ス
タ
ン
ス
が
、
同
様
に
し
て
明
確
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
い
。
こ
れ
は
、
い

わ
ゆ
る
分
析
の
「
範
囲
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
政
治
現
象
の
単
純
性
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
分
析
者
側
の
ア
プ
ロ
ー

チ
の
単
純
性
と
い
う
要
素
に
着
目
す
る
。
確
か
に
、
政
治
現
象
に
か
ぎ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
現
象
に
対
す
る
分
析
者
側
の
方
法
は
多
種

多
様
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
そ
う
し
た
様
々
な
方
法
に
よ
っ
て
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
事
象
の

よ
り
真
実
に
近
い
姿
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
有
効
性
は
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
が
も
の
ご
と
を
把

握
す
る
場
合
に
最
も
初
歩
的
か
つ
物
理
的
に
検
討
さ
れ
る
要
素
と
は
、
究
極
的
に
は
、
全
体
の
関
係
を
捉
え
る
か
個
別
を
捉
え
る
か
、
換

言
す
れ
ば
、
大
き
な
目
で
見
る
か
小
さ
な
目
で
見
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
政
治
と
い
う
現
象
の
推
移
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
支
配
の
「
最
適
サ
イ
ズ
」
と
い
っ
た
要
素
が
深
く
関
連
し
て
い
る
事
実
は
注
目
に
値
す
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
い

わ
ば
こ
う
し
た
「
ミ
ク
ロ
の
視
点
」
と
「
マ
ク
ロ
の
視
点
」
と
い
う
も
の
を
政
治
現
象
や
政
治
活
動
を
分
析
す
る
範
囲
と
し
て
設
定
し
、

こ
れ
に
基
づ
き
、
第
一
の
基
準
と
合
わ
せ
て
現
代
政
治
学
の
理
論
を
分
類
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
縦
の
ダ
イ
ヤ
グ

ラ
ム
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
ま
ず
第
二
の
基
準
（
分
析
範
囲
）
に
よ
っ
て
政
治
学
の
理
論
を
大
き
く
分
類
す
れ
ば
、
「
ミ
ク
ロ
政
治
学
」
と
「
マ
ク
ロ
政
治

学
」
お
よ
び
「
国
際
政
治
学
」
と
い
う
三
つ
の
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ミ
ク
ロ
政
治
学
と
は
、
あ
る

国
家
の
枠
組
の
内
部
に
お
い
て
、
政
治
現
象
に
関
わ
る
個
々
の
主
体
の
行
動
に
着
目
し
、
そ
う
し
た
政
治
主
体
の
活
動
の
要
因
や
影
響
を

考
察
す
る
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
ク
ロ
政
治
学
と
は
、
や
は
り
あ
る
国
家
の
枠
組
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
特
定

の
政
治
現
象
に
関
わ
る
各
主
体
間
の
関
係
や
、
あ
る
政
治
現
象
と
他
の
政
治
現
象
の
相
互
作
用
な
ど
の
要
因
や
影
響
を
考
察
す
る
理
論
的

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
際
政
治
学
と
は
、
特
定
の
国
家
の
枠
組
と
い
う
範
囲
を
越
え
て
、
広
く
他
の
国
家
と
の
関
係
や

相
互
作
用
、
ま
た
は
国
際
社
会
全
体
の
政
治
変
動
な
ど
に
関
す
る
要
因
や
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
。

　
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
物
理
的
な
分
析
の
範
囲
と
い
う
基
準
に
加
え
、
第
一
の
基
準
を
掛
け
合
わ
せ
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
は
、
ミ
ク
ロ
政
治
学
の
理
論
の
中
で
、
特
に
あ
る
国
家
の
統
治
活
動
に
携
わ
る
主
体
の
行
動
に
着
目
し
た
理
論
群
を
「
政
治
過
程

論
」
と
呼
び
、
逆
に
統
治
さ
れ
る
側
の
主
体
の
行
動
に
着
目
し
た
理
論
群
を
「
政
治
行
動
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
次
に
、
マ
ク
ロ
政

治
学
の
中
で
、
や
は
り
同
様
に
し
て
、
支
配
す
る
側
の
論
理
と
い
う
点
に
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
理
論
群
を
「
政
治
体
制
論
」
と
呼
び
、

逆
に
支
配
さ
れ
る
側
の
論
理
と
い
う
点
に
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
理
論
群
を
「
政
治
社
会
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
、
国
際

政
治
学
の
中
で
、
国
際
関
係
の
全
体
の
趨
勢
を
左
右
す
る
よ
う
な
大
き
な
力
を
も
っ
た
国
家
も
し
く
は
諸
国
家
の
行
動
に
着
目
し
て
い
る

理
論
群
を
「
国
際
体
制
論
」
と
呼
び
、
逆
に
そ
う
し
た
国
際
社
会
全
体
の
動
向
を
一
つ
の
環
境
と
し
、
そ
の
環
境
か
ら
影
響
を
受
け
つ
つ

自
己
の
行
動
を
選
択
す
る
側
の
個
々
の
国
家
に
着
目
し
て
い
る
理
論
群
を
「
外
交
政
策
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
の

中
に
は
、
従
来
の
政
治
学
の
議
論
の
中
で
意
義
の
異
な
る
用
法
が
取
ら
れ
て
い
る
も
の
も
存
在
し
、
多
く
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
検
討
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
行
な
う
予
定
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
以
下
の
第
二
章
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
議
論
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
節
で
ミ
ク
ロ
政
治
学
を
、
第
二
節
で
は
マ

ク
ロ
政
治
学
を
、
そ
し
て
第
三
節
で
は
国
際
政
治
学
を
取
り
挙
げ
て
、
現
代
政
治
学
の
諸
理
論
を
再
構
成
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
さ
ら

330



に
、

最
終
章
に
お
い
て
は
、
新
た
に
構
成
さ
れ
た
現
代
政
治
学
の
枠
組
の
問
題
点
の
指
摘
と
今
後
の
課
題
を
検
討
す
る
。

二
　
現
代
政
治
学
の
再
構
成

現代政治学の再構成

　
e
　
ミ
ク
ロ
政
治
学

　
ミ
ク
・
政
治
学
と
は
、
国
内
の
政
治
現
象
に
関
連
す
る
個
々
の
政
治
主
体
の
行
動
に
着
目
し
、
そ
の
行
動
の
要
因
や
趨
勢
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
の
考
察
を
行
う
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
中
に
は
、
国
家
を
統
治
す
る

側
の
主
体
の
活
動
を
分
析
す
る
た
め
の
理
論
群
で
あ
る
政
治
過
程
論
と
、
国
家
の
内
部
に
お
い
て
そ
う
し
た
主
体
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る

側
の
主
体
の
活
動
を
分
析
す
る
た
め
の
理
論
群
で
あ
る
政
治
行
動
論
と
い
う
二
つ
の
種
類
を
設
定
で
き
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
群

の
具
体
的
な
理
論
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
こ
う
。

　
①
政
治
過
程
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
ま
ず
、
理
論
過
程
論
に
分
類
さ
れ
る
第
一
の
理
論
は
、
「
政
治
権
力
論
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
統
治
す
る
側
の
人
々
が
、
い
か
な
る
力
に

よ
っ
て
そ
の
活
動
を
行
う
か
を
考
察
す
る
理
論
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
支
配
の
「
源
泉
」
が
研
究
対
象
と
し
て
設
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
出

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
第
二
の
理
論
と
し
て
、
「
支
配
階
級
論
（
エ
リ
ー
ト
論
）
」
が
挙
げ
ら
れ
る
　
こ
れ
は
、
統
治
す
る
側
の
人
々

そ
の
も
の
の
行
動
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
考
察
す
る
理
論
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
支
配
の
「
主
体
」
が
研
究
対
象
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
「
意
思
決
定
論
」
と
呼
ば
れ
る
理
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
統
治
す
る
側
の
人
々
が
、

い
か
な
る
手
続
き
を
経
て
そ
の
行
動
を
選
択
す
る
の
か
を
考
察
す
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
支
配
の
「
過
程
」
が
研
究
対

象
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
三
つ
の
理
論
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
ミ
ク
ロ
の
視
点
に
お
い
て
、

特
定
の
政
治
現
象
が
、
支
配
す
る
側
の
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
力
の
源
泉
に
基
づ
き
、
ま
た
、
い
か
な
る
過
程
に
よ
っ
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て
導
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
②
政
治
行
動
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
政
治
行
動
論
に
分
類
さ
れ
る
第
一
の
理
論
は
、
「
政
治
参
加
論
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
統
治
さ
れ
る
側
の
人
々
が
、
い
か
な
る
行
動
の
種

類
に
よ
っ
て
統
治
す
る
側
の
人
々
と
の
相
互
関
係
を
形
成
す
る
の
か
を
考
察
す
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
被
支
配
の
「
活

動
」
が
研
究
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
、
第
二
に
、
「
政
党
政
治
論
（
投
票
行
動
論
）
」
と
呼
ば
れ
る
理
論
が

　
　
　
　
（
8
）

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
や
は
り
統
治
さ
れ
る
側
の
人
々
が
、
政
党
と
い
う
統
治
す
る
側
の
人
々
と
の
間
を
間
接
的
に
接
続
す
る
組
織
を

通
じ
て
ど
の
よ
う
な
政
治
活
動
を
展
開
す
る
の
か
を
考
察
す
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
被
支
配
の
「
組
織
」
が
研
究
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
ポ

と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
「
集
団
行
動
論
」
と
呼
ば
れ
る
理
論
が
挙
げ
ら
れ
る
　
こ
れ
は
、
政
治
活
動
を
集
団
単

位
で
行
う
被
統
治
者
た
ち
が
、
個
人
的
な
単
位
で
行
動
す
る
論
理
と
は
異
な
る
論
理
に
よ
っ
て
活
動
す
る
問
題
を
考
察
す
る
理
論
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
被
支
配
の
「
論
理
」
が
研
究
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
三
つ
の
理
論
を
駆
使
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
ミ
ク
ロ
の
視
点
に
お
い
て
、
特
定
の
政
治
現
象
が
支
配
さ
れ
る
側
の
ど
の
よ
う
な
組
織
を
通
じ
て
、
い
か
な
る
論

理
に
基
づ
い
て
、
い
か
な
る
活
動
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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⇔
　
マ
ク
ロ
政
治
学

　
マ
ク
ロ
政
治
学
と
は
、
国
内
の
政
治
現
象
に
関
連
す
る
個
々
の
主
体
の
相
互
関
係
や
政
治
現
象
と
他
の
社
会
現
象
と
の
相
互
作
用
、
ま

た
は
国
家
規
模
全
体
に
お
け
る
政
治
変
動
に
関
わ
る
要
因
や
趨
勢
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
考
察
を
行
う
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で

あ
る
。
こ
う
し
た
理
論
の
中
に
は
、
支
配
の
論
理
を
体
現
す
る
主
体
と
し
て
の
国
家
の
社
会
体
制
を
論
ず
る
理
論
群
で
あ
る
政
治
体
制
論

と
、
逆
に
、
被
支
配
の
論
理
を
体
現
す
る
主
体
の
集
合
体
で
あ
る
人
民
社
会
全
体
の
動
向
を
論
ず
る
た
め
の
理
論
群
で
あ
る
政
治
社
会
論

と
い
う
二
つ
の
種
類
が
存
在
す
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
群
の
具
体
的
な
理
論
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
こ
う
。
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①
政
治
体
制
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
政
治
体
制
論
の
第
一
に
分
類
さ
れ
る
理
論
は
、
「
自
由
主
義
論
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
統
治
す
る
体
制
側
の
人
々
に
と
っ
て
、
人
民
の

自
由
と
い
う
も
の
が
ど
こ
ま
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
い
か
な
る
政
策
的
配
慮
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か

を
考
察
す
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
政
治
活
動
に
お
け
る
「
自
由
」
の
許
容
範
囲
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

に
は
、
「
民
主
主
義
論
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
や
は
り
同
様
に
し
て
、
統
治
す
る
体
制
側
の
人
々
に
と
っ
て
、
政
治
に
お
け
る
民
主

性
と
い
う
も
の
が
ど
こ
ま
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
い
か
な
る
政
策
的
配
慮
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
を

考
察
す
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
政
治
活
動
に
お
け
る
「
平
等
」
の
許
容
範
囲
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

第
三
に
は
、
「
社
会
主
義
論
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
現
状
の
体
制
を
所
与
の
も
の
と
し
て
考
え
ず
、
常
に
変
化
し
、
改
革
さ
れ
る
対

象
と
し
て
把
握
し
、
個
人
の
究
極
的
な
自
由
や
平
等
の
実
現
の
た
め
に
社
会
全
体
の
動
向
に
最
も
価
値
を
置
い
た
変
革
を
遂
行
す
る
哲
学

と
手
段
を
考
察
す
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
政
治
活
動
に
お
け
る
「
体
制
変
革
」
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
理
論
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
マ
ク
ロ
の
視
点
に
お
い
て
、
特
定
の
政
治
現
象
が
、
支
配

す
る
側
の
い
か
な
る
体
制
観
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
ヘ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
②
政
治
社
会
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
対
外
社
会
論
の
第
一
に
分
類
さ
れ
る
理
論
は
、
「
国
家
社
会
論
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
家
と
い
う
枠
組
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
一
つ
の

秩
序
範
囲
を
与
え
ら
れ
た
社
会
と
い
う
も
の
が
、
い
か
な
る
特
性
を
持
つ
存
在
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
こ
で
生
起
す
る
政
治
現
象
と
そ

う
し
た
国
家
の
特
性
と
の
関
連
性
を
考
察
す
る
た
め
の
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
支
配
さ
れ
る
側
の
環
境
と
し
て
の
「
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

状
況
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
「
大
衆
社
会
論
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
民
主
主
義
が
実
現
さ
れ
た
結
果
と
し

て
、
現
代
社
会
に
お
け
る
政
治
活
動
の
主
体
と
し
て
台
頭
し
て
き
た
大
衆
も
し
く
は
群
集
と
い
う
存
在
が
、
自
身
に
お
い
て
い
か
な
る
行

動
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
う
し
た
大
衆
行
動
に
よ
っ
て
政
治
現
象
が
い
か
な
る
影
響
を
被
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
察
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す
る
た
め
の
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
支
配
さ
れ
る
側
の
主
体
と
し
て
の
人
々
の
「
心
理
」
や
「
行
動
」
の
特
徴
が
論
じ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
「
政
治
体
系
論
（
政
治
シ
ス
テ
ム
論
）
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
論
の
手
法
を

用
い
て
、
様
々
な
社
会
に
お
け
る
政
治
的
に
共
通
な
要
素
に
着
目
し
、
異
な
る
政
治
社
会
の
比
較
可
能
性
を
増
大
さ
せ
、
そ
れ
を
基
に
政

治
現
象
と
社
会
構
造
の
関
連
性
を
論
ず
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
支
配
さ
れ
る
側
か
ら
見
た
政
治
シ

ス
テ
ム
の
「
構
造
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
理
論
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
マ

ク
ロ
の
視
点
に
お
い
て
、
特
定
の
政
治
現
象
が
、
支
配
さ
れ
る
側
の
い
か
な
る
社
会
観
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う

問
題
に
対
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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国
　
国
際
政
治
学

　
国
際
政
治
学
と
は
、
い
わ
ば
「
超
マ
ク
ロ
政
治
学
」
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
異
な
り
、
国

内
で
完
結
す
る
政
治
現
象
を
越
え
て
、
よ
り
広
く
国
家
間
の
相
互
作
用
や
国
際
社
会
全
体
と
し
て
の
政
治
変
動
の
要
因
や
趨
勢
を
考
察
す

る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
中
に
は
、
国
際
関
係
の
動
向
に

甚
大
な
影
響
を
与
え
得
る
力
を
も
っ
た
国
家
の
活
動
に
着
目
し
、
よ
り
大
き
な
視
点
か
ら
国
際
政
治
を
論
ず
る
理
論
群
で
あ
る
国
際
体
制

論
（
マ
ク
・
国
際
政
治
理
論
）
と
、
そ
う
し
た
全
体
の
動
向
を
所
与
の
環
境
と
し
て
、
む
し
ろ
強
力
な
諸
国
の
動
向
に
対
応
し
て
い
く
形
で

自
己
の
行
動
選
択
を
行
っ
て
い
く
国
家
の
行
動
を
考
察
す
る
た
め
の
理
論
群
で
あ
る
対
外
政
策
論
（
ミ
ク
・
国
際
政
治
理
論
）
と
い
う
二
つ

の
種
類
が
存
在
す
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
群
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
こ
う
。

　
①
国
際
体
制
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
国
際
体
制
論
に
分
類
さ
れ
る
第
一
の
理
論
は
、
「
現
実
主
義
論
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
際
関
係
の
動
向
を
左
右
す
る

要
因
と
し
て
の
「
国
力
」
と
い
う
要
素
に
着
目
し
、
い
か
な
る
国
力
の
分
布
が
ど
の
よ
う
な
国
際
政
治
現
象
を
導
出
す
る
の
か
を
研
究
対



現代政治学の再構成

象
と
し
て
設
定
し
て
い
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
理
論
は
、
国
際
政
治
現
象
の
中
の
「
対
決
」
の
要
素
を
考
察
す
る
理
論
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
。
第
二
に
、
「
制
度
主
義
論
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
国
際
関
係
の
動
向
を
左
右
す
る
要
因
と
し
て
の
「
制
度
」
と
い
う
要
素
に
着

目
し
、
い
か
な
る
制
度
的
事
象
が
ど
の
よ
う
な
国
際
政
治
現
象
を
導
出
す
る
の
か
を
研
究
対
象
と
し
て
設
定
し
て
い
る
理
論
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
理
論
は
、
国
際
政
治
現
象
の
中
の
「
協
調
」
の
要
素
を
考
察
す
る
理
論
で
あ
る
。
第
三
は
、
「
構
造
主
義
論
」
と
呼
ば
れ
る

　
　
　
　
（
1
8
）

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
際
関
係
の
動
向
を
左
右
す
る
要
因
と
し
て
の
「
全
体
の
図
式
」
と
い
う
要
素
に
着
目
し
、
い
か
な
る
構
図
が

ど
の
よ
う
な
国
際
政
治
現
象
を
導
出
す
る
の
か
を
研
究
対
象
と
し
て
設
定
し
て
い
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
理
論
は
、
国
際
政

治
現
象
の
中
の
「
構
造
」
の
要
素
を
考
察
す
る
理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
理
論
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
超

マ
ク
ロ
の
視
点
に
お
い
て
、
国
際
社
会
に
お
け
る
支
配
す
る
側
の
諸
国
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
る
政
治
現
象
が
、
い
か
な
る
全
体
の
構
造
の

中
に
お
い
て
、
い
か
な
る
論
理
に
よ
っ
て
対
決
の
図
式
と
し
て
表
面
化
し
、
ど
の
よ
う
な
制
度
に
よ
っ
て
協
調
関
係
と
し
て
醸
成
さ
れ
る

の
か
と
い
う
問
題
ヘ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
②
対
外
政
策
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
外
交
政
策
論
に
分
類
さ
れ
る
第
一
の
理
論
は
、
「
国
家
間
政
治
論
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
際
政
治
現
象
を
諸
国
家
が
施
行
す
る
外
交
政

策
の
集
積
と
し
て
把
握
し
、
そ
う
し
た
外
交
政
策
に
よ
っ
て
生
起
す
る
双
方
の
国
家
や
国
際
社
会
全
体
に
お
け
る
影
響
を
研
究
対
象
と
し

て
設
定
し
て
い
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
理
論
は
、
国
際
政
治
現
象
を
導
出
す
る
要
素
と
し
て
の
「
国
家
間
の
政
策
面
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

る
相
互
作
用
」
を
考
察
す
る
た
め
の
理
論
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
国
家
体
系
論
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
や
は
り
国
際
政

治
現
象
を
諸
国
家
が
施
行
す
る
外
交
政
策
の
集
積
と
し
て
把
握
し
、
そ
う
し
た
外
交
政
策
が
国
家
の
内
部
に
お
け
る
い
か
な
る
過
程
を
経

て
出
力
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
研
究
対
象
と
し
て
設
定
し
て
い
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
理
論
は
、
国
際
政
治
現
象
を
導

出
す
る
要
素
と
し
て
の
「
国
家
の
内
部
過
程
」
を
考
察
す
る
た
め
の
理
論
で
あ
る
。
第
三
に
、
「
政
策
決
定
者
論
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

（
2
1
）る

。
こ
れ
は
、
や
は
り
同
様
に
し
て
、
国
際
政
治
現
象
を
諸
国
家
が
施
行
す
る
外
交
政
策
の
集
積
と
し
て
把
握
し
、
そ
う
し
た
外
交
政
策
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が
当
該
国
家
の
政
策
決
定
者
の
ど
の
よ
う
な
内
面
的
か
つ
心
理
的
な
要
素
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
研
究

対
象
と
し
て
設
定
し
て
い
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
理
論
は
、
国
際
政
治
現
象
を
導
出
す
る
要
素
と
し
て
の
「
政
策
決
定
者
の

内
面
的
要
素
」
を
考
察
す
る
た
め
の
理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
理
論
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
超
マ
ク
ロ
の

視
点
に
お
い
て
、
国
際
社
会
に
お
け
る
支
配
す
る
側
の
諸
国
に
よ
っ
て
行
動
を
規
定
さ
れ
る
側
の
国
々
の
政
治
活
動
が
、
い
か
な
る
他
国

と
の
関
係
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
国
家
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
論
理
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
い
か
な
る
政
策
決
定
者
の
内
面
的
要
素
に
よ
っ

て
選
択
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
ヘ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
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三
　
現
代
政
治
学
の
課
題

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
現
代
政
治
学
の
理
論
を
本
稿
の
基
準
に
よ
っ
て
分
類
す
る
試
み
を
展
開
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
、
以
上
の
議

論
を
総
括
し
、
今
後
の
課
題
を
検
討
し
た
い
。
以
下
の
図
表
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
横
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
と

し
て
「
支
配
の
論
理
」
と
「
被
支
配
の
論
理
」
を
設
定
し
、
縦
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
と
し
て
「
ミ
ク
ロ
の
視
点
」
と
㍉
マ
ク
ロ
の
視
点
」
お

よ
び
「
超
マ
ク
ロ
（
国
際
）
の
視
点
」
を
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
政
治
学
の
理
論
お
よ
び
研
究
項
目
を
配
置
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
現
代
政
治
学
研
究
の
今
後
の
展
開
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
や
は
り
第
一
に
、
政

治
学
と
経
済
学
の
交
錯
と
い
う
問
題
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
政
治
現
象
は
、
他
の
社
会
現
象
と
比
較
し
て
、
と

り
わ
け
経
済
現
象
と
の
関
連
性
を
強
く
有
し
て
い
る
。
近
年
、
現
代
国
家
が
遂
行
す
る
諸
政
策
の
中
で
、
経
済
政
策
の
重
要
性
は
特
に
強

調
に
値
す
る
。
ま
た
、
国
内
政
治
に
限
ら
ず
、
国
際
政
治
の
場
に
お
い
て
も
、
国
家
間
お
よ
び
地
域
間
の
経
済
関
係
の
推
移
が
国
際
社
会

全
体
の
動
向
を
左
右
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
国
内
外
に
お
い
て
、
経
済
現
象
が
政
治
現
象
に

与
え
る
影
響
、
も
し
く
は
政
治
現
象
が
経
済
現
象
に
与
え
る
影
響
と
い
う
問
題
は
、
古
く
は
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
ら
の
「
イ
ギ
リ
ス
古
典



現代政治学の再構成

派
経
済
学
」
や
、
そ
の
視
点
を
復
権
さ
せ
た
ケ
イ
ン
ズ
に
始
ま
る
「
マ
ク
ロ
経
済
学
」
、
ま
た
、
現
代
で
は
そ
の
流
れ
を
汲
む
公
共
選
択
論

に
代
表
さ
れ
る
「
政
治
経
済
学
」
と
し
て
、
い
わ
ば
不
動
の
学
問
領
域
を
形
成
し
て
い
る
。
特
に
最
近
に
お
い
て
は
、
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
、
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

モ
ン
ズ
ら
の
系
譜
を
継
ぎ
、
ア
メ
リ
ヵ
制
度
学
派
の
旗
手
と
し
て
活
躍
し
た
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
ら
の
一
連
の
業
績
が
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
業
績
や
ス
タ
ン
ス
は
、
い
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
経
済
学
の
見
識
を
も
っ
て
政
治
現
象
と
経
済
現
象
の
連
動
関
係
を
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
今
後
の
研
究
に
お
い
て
む
し
ろ
必
要
と

系
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
る
研
究
姿
勢
は
、
そ
の
逆
、
す
な
わ
ち
、
政
治
学
の
見
識
を
も
っ

体論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
政
治
と
経
済
の
連
携
現
象
を
論
ず
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
相

理い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
互
通
行
が
完
成
し
た
と
き
、
我
々
は
は
じ
め
て
政
治
経
済
学
の
基
本
的

し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
枠
組
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

の学治
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
に
は
、
政
治
分
析
手
法
の
再
検
討
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
政
治

政代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
に
限
ら
ず
、
社
会
科
学
研
究
に
お
け
る
分
析
手
法
は
、
今
世
紀
に
入
っ

現　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
か
ら
、
自
然
科
学
的
手
法
を
駆
使
し
た
膨
大
な
研
究
成
果
の
登
場
と

表図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓄
積
に
よ
っ
て
多
く
の
方
法
が
開
発
さ
れ
た
。
政
治
学
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
に
、
投
票
行
動
や
選
挙
制
度
を
め
ぐ
る
活
発
な
議
論
の
推
移
に
伴
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
、
統
計
学
的
な
手
法
を
用
い
た
研
究
が
興
隆
を
極
め
て
い
る
の
が
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
現
実
の
政
治
現
象
に
対
す
る
実
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
究
の
手
法
が
科
学
性
を
増
加
さ
せ
れ
ば
さ
せ
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
手

角視
　
囲

　
範

支配の論理 被支配の論理 該当する理論
および分析対象

①　政治権力論

ミクロ
①政治過程論 ②政治行動論

エリート論
意思決定論

政治学 ②　政治参加論
政党政治論
集団行動論

①　自由主義論

マクロ
①政治体制論 ②政治社会論 民主主義論

社会主義論
政治学 ②　国家社会論

大衆社会論
政治システム論

①　現実主義論

国　際
①国際体制論 ②対外政策論 制度主義論

構造主義論
政治学 ②　国家間政治論

国家体系論
政策決定者論
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法
の
有
効
性
を
支
え
る
も
の
は
、
む
し
ろ
具
体
的
な
政
治
現
象
に
関
す
る
学
問
的
な
概
念
が
ど
れ
ほ
ど
整
備
さ
れ
、
信
葱
性
を
も
っ
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
実
証
研
究
の
発
展
の
土
台
と
な
る
も
の
は
、
む
し
ろ
理
論
研
究
に
お

け
る
成
果
の
発
展
な
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
稿
と
同
種
の
試
み
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
本
稿
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
現
代
政
治
理
論
の
科
学
性
を
増

大
さ
せ
る
努
力
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
実
証
研
究
手
法
の
進
化
を
通
じ
た
現
実
の
政
治
現
象
の
よ
り
詳
細
か
つ
正
確
な
把
握
と

政
策
的
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
導
出
と
い
う
作
業
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
理
論
の
整
備

の
た
め
の
実
証
研
究
」
お
よ
び
「
現
象
の
解
明
の
た
め
の
理
論
研
究
」
と
と
も
に
、
本
稿
で
行
わ
れ
た
よ
う
な
「
理
論
の
整
備
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

理
論
研
究
」
も
、
今
後
の
学
徒
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
使
命
で
あ
ろ
う
。
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（
1
）
　
「
政
策
的
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
概
念
に
関
し
て
は
、
Y
・
ド
ロ
ル
（
宮
川
公
男
訳
）
『
政
策
科
学
の
デ
ザ
イ
ン
』
（
丸
善
、
一
九
七
一

　
年
）
を
参
照
。

（
2
）
　
こ
れ
は
経
済
学
的
な
視
点
か
ら
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
ケ
ー
ル
・
メ
リ
ッ
ト
（
規
模
の
経
済
）
」
を
意
味
し
て
い
る
。

（
3
）
　
一
般
的
な
政
治
学
用
語
の
確
認
に
関
し
て
は
、
山
川
雄
巳
『
政
治
学
概
論
（
第
二
版
）
』
（
有
斐
閣
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。
ま
た
、

　
国
際
政
治
学
の
用
語
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
国
際
政
治
分
析
の
基
礎
』
（
晃
洋
書
房
、
一
九
九
三
年
）
を
見
よ
。

（
4
）
　
例
え
ば
、
H
・
D
・
ラ
ズ
ウ
ェ
ル
（
永
井
陽
之
助
訳
）
『
権
力
と
人
間
』
（
東
京
創
元
社
、
一
九
五
四
年
）
、
C
・
E
・
メ
リ
ア
ム
（
斎
藤
真
・
有

　
賀
弘
訳
）
『
政
治
権
力
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）
を
見
よ
。

（
5
）
　
例
え
ば
、
C
・
W
・
ミ
ル
ズ
（
鵜
飼
信
成
・
綿
貫
譲
治
訳
）
『
パ
ワ
i
・
エ
リ
ー
ト
（
上
・
下
）
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
八
年
）
、
G
・
モ

　
ス
カ
（
志
水
速
夫
訳
）
「
支
配
す
る
階
級
』
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
七
三
年
）
、
R
・
ミ
ヘ
ル
ス
（
広
瀬
英
彦
訳
）
『
政
党
政
治
の
社
会
学
』
（
ダ
イ

　
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
七
五
年
）
を
見
よ
。

（
6
）
　
例
え
ば
、
ρ
甲
一
営
3
一
〇
旨
”
『
書
㌧
o
諏
o
零
ミ
Ω
ミ
轟
晦
勺
、
8
爲
9
℃
お
暮
一
8
山
巴
ど
一
3
G
。
、
J
．
ロ
ー
ル
ズ
（
矢
島
鉤
次
監
訳
）
『
正
義

　
論
」
（
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
七
九
年
）
、
H
・
サ
イ
モ
ン
（
松
田
武
彦
・
高
柳
暁
・
二
村
敏
子
訳
）
「
経
営
行
動
』
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
六
五

　
年
）
を
見
よ
。
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（
7
）
例
え
ば
、
S
・
ヴ
ァ
ー
バ
他
（
三
宅
↓
郎
訳
）
『
政
治
参
加
と
平
等
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
↓
年
）
を
見
よ
。

（
8
）
　
例
え
ば
、
A
・
ダ
ウ
ン
ズ
（
古
田
精
司
監
訳
）
「
民
主
主
義
の
経
済
理
論
』
（
成
文
堂
、
一
九
八
O
年
）
、
G
・
サ
ル
ト
ー
リ
（
岡
澤
憲
芙
・
川
野

　
秀
之
訳
）
『
現
代
政
党
学
」
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
O
年
）
を
見
よ
。

（
9
）
　
例
え
ば
、
M
・
オ
ル
ソ
ン
（
依
田
博
・
森
脇
俊
雄
訳
）
『
集
合
行
為
論
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
三
年
）
、
A
・
0
・
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
（
三

　
浦
隆
之
訳
）
『
組
織
社
会
の
論
理
構
造
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
五
年
）
を
見
よ
。

（
1
0
）
　
古
典
的
な
業
績
と
し
て
、
A
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
（
井
伊
玄
太
郎
訳
）
『
ア
メ
リ
カ
の
民
政
治
（
上
・
中
・
下
）
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
二
年
）
、

　
J
・
S
・
ミ
ル
（
早
坂
忠
訳
）
『
自
由
論
」
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
）
、
1
・
バ
ー
リ
ン
（
生
松
敬
三
訳
）
「
自
由
論
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七

　
一
年
）
、
」
・
ハ
ー
ツ
（
有
賀
貞
訳
）
「
ア
メ
リ
カ
自
由
主
義
の
伝
統
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
せ
よ
。

（
n
）
　
例
え
ば
、
A
・
レ
イ
プ
ハ
ル
ト
（
内
山
秀
夫
訳
）
『
多
元
社
会
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
（
一
一
二
書
房
、
一
九
七
九
年
）
、
B
・
ク
リ
ッ
ク
（
前
田
康
博
訳
）

　
『
政
治
の
弁
証
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
）
、
R
・
ダ
ー
ル
（
高
畠
通
敏
・
前
田
脩
訳
）
「
ポ
リ
ア
ー
キ
ー
』
（
一
一
二
書
房
、
一
九
七
九
年
）
を
見
よ
。

（
1
2
）
　
現
代
最
先
端
の
議
論
と
し
て
、
9
内
o
旨
巴
℃
↓
詩
肉
8
亀
3
、
、
爲
肉
8
き
ミ
史
｝
≦
。
≦
●
Z
o
暮
9
四
＆
O
o
●
」
㊤
O
O
、
V
。
1
．
レ
ー
ニ

　
ン
（
宇
高
基
輔
訳
）
『
帝
国
主
義
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
）
、
E
・
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
佐
瀬
昌
盛
訳
）
「
社
会
主
義
の
諸
前
提
と
社
会
民
主

　
主
義
の
任
務
』
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
七
四
年
）
、
A
・
グ
ラ
ム
シ
（
石
堂
清
倫
・
前
野
良
編
訳
）
『
現
代
の
君
主
』
（
青
木
書
店
、
一
九
六
四
年
）

　
を
見
よ
。

（
1
3
）
　
古
典
的
な
業
績
と
し
て
、
H
・
J
・
ラ
ス
キ
（
旦
口
同
明
三
・
横
越
英
一
訳
）
『
政
治
学
大
綱
（
上
・
下
）
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
↓
九
三
八
年
）
、

　
日
下
喜
↓
『
自
由
主
義
の
発
展
』
（
勤
草
書
房
、
一
九
八
一
年
）
、
日
下
喜
一
『
多
元
主
義
の
潮
流
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照

　
せ
よ
。

（
1
4
）
　
例
え
ば
、
D
・
リ
ー
ス
マ
ン
（
加
藤
秀
俊
訳
）
「
孤
独
な
群
集
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
四
年
）
、
G
・
ウ
ォ
ー
ラ
ス
（
石
上
良
平
・
川
口
浩
訳
）

　
『
政
治
に
お
け
る
人
間
性
』
（
創
文
社
、
一
九
五
八
年
）
、
W
・
リ
ッ
プ
マ
ン
（
掛
川
ト
ミ
子
訳
）
『
世
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
、
J
・
デ
ュ

　
ー
イ
（
阿
部
斉
訳
）
『
現
代
政
治
の
基
礎
』
（
み
す
ず
書
房
、
↓
九
六
九
年
）
を
見
よ
。

（
1
5
）
　
例
え
ば
、
D
・
イ
ー
ス
ト
ン
（
山
川
雄
巳
訳
）
『
政
治
体
系
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
六
年
）
、
G
・
A
・
ア
ー
モ
ン
ド
他
（
石
川
一
雄
他
訳
）

　
『
現
代
市
民
の
政
治
文
化
』
（
勤
草
書
房
、
一
九
七
四
年
）
を
見
よ
。

（
1
6
）
　
例
え
ば
、
零
9
言
ぎ
。
『
詳
、
良
登
S
N
肉
8
き
ミ
史
9
』
ミ
ミ
轟
＆
ご
き
＆
肉
亀
ミ
ご
霧
矯
7
冒
8
8
昌
d
巳
く
霞
の
一
留
写
霧
9
お
o
。
刈
、
甲

野
F
§
鳴
＞
ミ
ま
言
。
巳
の
8
§
8
ζ
霧
巨
＝
曽
P
お
刈
刈
こ
＞
扇
。
雰
○
茜
彗
の
す
㊤
且
9
訳
轟
一
①
ぴ
§
鳴
ミ
Ω
、
卜
＆
鷺
♪
d
巳
＜
①
邑
蔓
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9
　
0
田
8
㎎
o
℃
お
器
お
o
。
O
を
見
よ
。

（
1
7
）
　
例
え
ば
、
甲
9
国
8
訂
冨
k
蕊
①
暮
9
ご
き
巳
黛
。
。
ミ
ミ
ご
き
§
亀
卑
ミ
o
、
o
ミ
錦
≦
雷
鼠
①
（
℃
お
器
」
O
o
。
O
、
国
●
甲
国
器
9
0
0
遷
§
亀

　
導
①
≧
9
帖
睾
曽
9
ρ
ω
鼠
渓
〇
三
¢
曰
く
霞
巴
受
℃
お
の
ω
‘
コ
9
0
●
内
①
o
げ
睾
ρ
＞
、
器
、
鴫
Q
鷺
ミ
§
マ
㌧
写
ぎ
8
一
8
⊂
巳
く
霞
巴
蔓
℃
お
の
9
一
〇
〇。
“
●

　
を
見
よ
。

（
1
8
）
　
例
え
ば
、
一
。
≦
巴
一
震
馨
巴
P
『
壽
O
§
謙
匙
§
ミ
ミ
ミ
肉
8
ぎ
ミ
8
0
餌
B
ぼ
こ
鵯
⊂
巳
く
貧
巴
ξ
℃
『
①
器
」
㊤
お
、
1
．
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス

　
テ
ィ
ン
（
川
北
稔
訳
）
『
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
）
を
見
よ
。

（
1
9
）
　
例
え
ば
、
国
●
の
ξ
自
霞
睾
α
O
甚
霞
9
＆
ω
‘
肉
o
鳶
蒔
き
、
o
黛
遷
b
象
房
臥
§
ミ
Ω
ミ
昌
堕
孚
8
汐
雷
9
お
露
、
コ
○
の
雪
四
F
g
Z
こ
『
詳

の

黛
§
ミ
普
o
Q
婁
＆
9
ま
邑
鷺
㌔
畠
§
牢
①
①
7
①
ω
9
一
雪
一
こ
∪
①
暮
ω
号
｝
界
妻
こ
『
書
卜
言
⑤
。
。
鈷
9
』
ミ
。
ミ
g
臥
o
壼
N
寒
N
g
3
β

　
㌢
α
①
9
b
勺
お
暮
一
8
－
＝
巴
ど
一
雪
o
。
を
見
よ
。

（
2
0
）
　
例
え
ば
、
ρ
目
＞
E
8
P
肉
3
§
総
9
b
8
邑
o
♂
匡
琶
ρ
ω
8
毛
づ
き
α
O
o
こ
一
〇
ミ
、
ω
邑
昌
巨
琶
霞
し
●
U
こ
↓
詩
O
紀
ぴ
ミ
ミ
誉

　
臼
詳
o
蔓
9
b
8
房
ご
♂
℃
ユ
ロ
8
δ
昌
d
巳
く
霞
巴
受
℃
話
。
D
9
田
謹
を
見
よ
。

（
21
）
　
例
え
ば
、
犀
＞
器
二
〇
斜
『
書
肉
q
巳
§
帖
睾
皇
0
8
隠
、
9
ぴ
♂
ゆ
霧
貯
ω
8
冨
」
O
o。
“
、
一
。
竃
。
∪
①
の
爵
さ
b
、
爲
民
⑪
蕊
隔
山
魯
ミ
8
ミ
器

　
§
亀
、
o
邑
鷺
、
＆
§
7
ぎ
8
8
ロ
¢
巳
＜
①
邑
受
ギ
①
の
9
一
㊤
認
’
℃
国
し
①
三
8
㌔
ミ
亀
黛
賊
・
き
§
儀
§
。
。
も
箋
。
§
ぎ
己
貢
ミ
ミ
言
誉
き
－

　
巳
、
o
§
号
9
7
ぎ
8
け
g
⊂
巳
く
霞
ω
ξ
写
①
の
の
」
。
刈
9
｝
ω
●
q
・
目
ぎ
お
g
睾
α
U
●
＞
，
留
一
く
ゆ
p
．
、
O
o
巨
8
属
8
3
巴
鎖
＆
O
暮
帥
ロ
冒
一
の
巴
一
①

　
O
匡
巴
9
．
．
』
ミ
Φ
ミ
ミ
ε
き
匙
の
ミ
島
霧
O
g
ミ
器
ま
8
＜
o
一
』
ρ
Z
o
」
」
㊤
o
。
⑲
を
見
よ
。

（
2
2
）
　
例
え
ば
、
小
林
良
彰
「
公
共
選
択
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
を
見
よ
。

（
2
3
）
　
例
え
ば
、
J
・
K
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
（
新
川
健
三
郎
訳
）
『
ア
メ
リ
カ
の
資
本
主
義
』
（
T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
五
二
年
）
を
見
よ
。

（
24
）
　
政
治
学
者
の
手
に
よ
る
例
外
的
な
注
目
す
べ
き
業
績
と
し
て
、
曽
根
泰
教
『
決
定
の
政
治
経
済
学
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
、
O
．
E
・
ウ
ィ

　
リ
ア
ム
ソ
ン
（
浅
沼
萬
里
訳
）
「
市
場
と
企
業
組
織
」
（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
五
年
）
を
見
よ
。
ま
た
、
国
際
政
治
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
比
較

　
的
早
い
時
期
か
ら
政
治
と
経
済
の
連
動
性
に
関
す
る
議
論
が
興
隆
し
た
。
例
え
ば
、
甲
ψ
宰
塁
』
ミ
ミ
轟
9
ご
嶺
匙
㌧
巳
旨
8
N
肉
8
ぎ
ミ
帖
β

　
評
の
嵩
望
山
鼻
蓄
一
一
㍉
り
。
。
餅
－
ω
●
の
q
節
轟
p
o
Q
鮮
ミ
⑩
§
亀
ミ
ミ
紺
爵
』
＆
①
飢
こ
距
口
§
｝
ご
房
ゲ
Φ
き
一
㊤
。。
。

。
こ
q
9
国
。
9
Φ
『
o
抽
壽
ぎ
ミ
蕊

　
9
』
ミ
①
壽
ミ
ご
部
良
肉
8
ぎ
ミ
8
肉
巴
9
ざ
誤
」
誓
＆
こ
望
9
ζ
胃
試
5
ゴ
℃
お
器
」
8
0
を
参
照
せ
よ
。

（
2
5
）
　
例
え
ば
、
小
林
良
彰
『
計
量
政
治
学
』
（
成
文
堂
、
一
九
八
五
年
）
を
見
よ
。

（
2
6
）
　
こ
の
種
の
業
績
と
し
て
、
例
え
ば
、
拙
著
『
現
代
国
際
政
治
理
論
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
せ
よ
。
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